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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主、お客様、従業員をはじめとするステークホルダーに対する満足度の高い経営の実現に向けて、健全で透明性が高く、経営環境の
変化に迅速かつ的確に対応できる経営体質の確立を目指しています。そのため、コーポレート・ガバナンスを整備・拡充することを経営上の重要な
課題のひとつに掲げ、「Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ コーポレート・ガバナンス基本方針」に基づいた取り組みを推進しております。

（コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方）

1. 当社は、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。

2. 当社は、株主をはじめとするステークホルダーの満足度を更に高めることを経営の基本におき、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速

かつ的確に対応できる経営体質の確立を目指しており、次の基本的な考え方に沿って、グループ全体でコーポレート・ガバナンスを強化し、経営
の効率性と公正性・透明性の維持・向上に努めます。

(1) 株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。

(2) 株主をはじめとする当社のステークホルダーとの良好・円滑な関係の構築に努める。

(3) 会社情報を適切かつ公正に開示し、透明性の確保に努める。

(4) 取締役会および監査等委員会が経営監視監督機能を充分に果たせるよう、それぞれの役割・責務を明確化する。

(5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努める。

　なお、「Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ コーポレート・ガバナンス基本方針」は、当社のウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

https://www.tk-toka.co.jp/corp/csr/governance/corp_governance.html

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則４－１③】

　取締役会では、現在、指名委員会において最高経営責任者等の後継者の育成計画の検討を進めており、2022年度に全社方針に基づいた次期
社長等の「あるべき像」について、①知識・経験・スキル、②能力（コンピテンシー）、③資質・価値観・人柄、の三つの観点から評価基準を策定し、2
023年６月23日開催の第81回定時株主総会の、取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案に反映させています。2023年度は育成計画に関
する議論を深め計画を策定し、計画遂行・進捗定期レビューを開始する予定です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は、取引先との関係の維持・強化等の事業上の必要性を勘案し、保有に当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する合理
性があると認める場合に限り、上場株式を保有します。これらについては、毎年、事業部門・経営会議・取締役会において、銘柄毎に保有目的へ
の適合度や経済合理性等を評価項目として保有継続の合理性を検証し、必要な見直しを行っています。その結果、2023年３月末時点での保有銘
柄数は21銘柄（2022年３月末比－）、貸借対照表価額は2,197百万円（2022年3月末比236百万円増）となりました。

　政策保有株式の議決権については、発行会社の適切なコーポレートガバナンス体制の整備や中長期的な企業価値の向上に資する提案である
かや、当社への影響、また必要に応じて当該企業との対話の結果等を勘案し総合的に判断し行使します。2022年度の議決権行使については、当
該会社の企業価値を毀損する懸念のある提案は無かったため、全て賛成行使しました。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　取締役会は、取締役の競業取引、取締役と会社間の取引および利益相反取引について、その取引が会社及び株主共同の利益を害することの
ないよう、取締役会の事前承認を受けることを「取締役会規程」及び「役員規程」に定めております。また、関連当事者間の取引については、関連
法令に基づき有価証券報告書に適正に開示しております。

【補充原則２－４①】

　当社は、多様性の確保は企業価値向上の源泉であるとの認識から、企業行動憲章において「従業員の能力を高め、多様性、人格、個性を尊重
する働き方を実現する」ことを宣言しており、また一般事業主行動計画（第６期）においては2025年３月末までに採用者に占める女性の割合を40%
以上とすることを目標に、職場環境や体制の整備及び各部門への働きかけを進めてまいります。

　なお、2025年３月末までの管理職・中核人材の多様性比率の目標値は以下の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年３月末時点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年３月末目標値

　　　　　　　　　　　　　　　女性　　　　　　外国人　　　　　中途採用者　　　　　　　 女性　　　　　　外国人　　　　中途採用者

比率（％）　　　　　　　　　　1.0 　　　　　　　０　　　　　　　　 16.5　　　　　　　　　　　　　　5.2　　　　　　　　2.1　　　　　　　　12.5　　　　　　　　　　

多様性人材(名)　　　　　　１　　　　　　　 　０　　　　　　　　 17　　　　　　　　　　　　　　　５　　　　　　　　 ２　　　　　　　　　12

母数（名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96



　当社はその実現に向けて、人事制度の見直しによる働き方の多様性の確保やキャリア開発研修等を通じた候補者の母集団の育成を進めてま
いります。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、年金給付を将来にわたり確実に行うため、運用受託機関から意見を聴取したうえで、長期的な観点から政策的資産構成割合を策定し
ております。

　運用受託機関の選定にあたっては、「年金資産の運用に関する基本方針」を定め、運用実績などの定量評価だけでなく、投資方針、運用プロセ
ス、コンプライアンスなどにも留意しております。

　年金資産の運用状況は、四半期に一度、運用受託機関へのモニタリングを適切に行うことにより、従業員利益の最大化に努めております。

運用に係る役職員においては、実務や研修等を通じて資質向上に努めており、法令や制度運営に関する情報収集を継続的に行っております。

【原則３－１　情報開示の充実】　

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社は、経営理念、2030年ビジョン、経営の基本方針を2021年１月１日付で以下の通り制定しました。当社は1991年１月に「東華色素化学工業
株式会社」から「株式会社Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ」に社名を変更しましたが、これは創業以来のモットーである「Technology and Kindness：技術と真心」の頭

文字を取って命名されたものです。この社名変更から30年が経過し、人の入れ替わりやさまざまな環境変化がある中で、当社が何を目指している
のか、自分たち役職員は何をやるべきかを明確にし方向性を共有するため、当社が経営を通じて果たすべき使命と目指す姿、基本方針を定義し
ました。当社は新たな経営理念の下、企業精神の象徴である「Technology and Kindness」をグループ一丸となって推進します。

コーポレート・スローガン

Technology and Kindness

経 営 理 念

「独自のテクノロジー」 で 「お客様にとって真によいもの」 を提供し、社会に貢献する

2030年ビジョン

個人と組織が共に成長し、社会から信頼されるグローバル企業となる

経営の基本方針

　1. お客様起点で考え行動し、価値を創造する

　2. 自ら成長に努力する社員を支援し、成果を公正に評価する

　3. 事業活動を通じて社会課題を解決する

サステナビリティビジョン（長期経営戦略）

　当社グループは、2030年に向けて、「経済価値の向上と環境・社会価値の向上を両立し、長期に持続する在り方を構築する」ため、事業面におい
ては「ドメインを明確化、経営資源を適切に配分し、当社グループならではの共通価値を創造」し、その基盤として「事業の持続的成長に必要不可
欠な前提・基盤として、環境・社会価値を維持増強」してまいります。その実現に向けた活動の基本方針を、「差別化した顧客価値を適正な価格で
提供し、高い顧客満足を実現する」、「組織と個人の役割をより明確にし、業務プロセスを高品質かつ生産性高く再構築する」といたしました。

　当社グループは、2030年ビジョンが指し示している最も大切な姿のひとつを、「株主価値とステークホルダー価値の向上の両立」と捉えており、こ
れを実現するため「ＵＶ・ＥＢを中心とする製品ポートフォリオ改革」、「課題解決型ビジネスモデルへの転換」、「サステナビリティ貢献製品へ特化」
を３つの長期事業施策として取り組んでまいります。

中期経営計画

　『株主価値とステークホルダー価値の向上を両立』に向けたファーストステップとなる第二期中期経営計画「With You toward 2024」（2023年３月

期～2025年３月期）の位置付けは“収益力回復と質的成長への基盤整備”であり、概要は以下の通りです。

　[経営目標]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年３月期（実績）　　　　　　　　　　2025年３月期（最終年度）

連結売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,667百万円　　　　　　　　　　　　　　　50,000百万円（参考値）

連結営業利益（率）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　424百万円（1.0%）　　　　　　　　　　　　3,000百万円（6.0%）

親会社株主に帰属する当期純利益　　　　　　　　　1,107百万円　　　　　　　　　　　　　　　　3,000百万円

自己資本利益率（ROE）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.0%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［事業戦略］

１．お客様価値の創出と提供

・お客様（需要先・代理店等）の課題解決や事業発展に寄与する製品・サービスの拡充

・提供する製品とサービスを一体化、お客様価値を見える化し、価値に応じた価格で提供

２．サステナビリティ課題への貢献

・サステナビリティ貢献製品（省エネ・省資源・安全等）の拡大

・事業活動における温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量の削減

［財務・資本政策］

企業価値向上に向けた取り組み／新たな企業価値創造；ROE目標６%

１．収益の改善　

・既存事業の構造改革と強化

・成長領域における事業育成

1－1 利益成長

・製品ポートフォリオの適切な管理

・コスト削減による利益率の向上

1－2 経営資源の配分の最適化

・コア事業及び人材への積極投資

・機動的な人材配置転換

２．バランスシートの改善



・投資戦略の再構築

・資本コストの最適化

2－1 株主還元の強化

・配当性向50%以上の配当実施

・機動的な自社株買いの実施

2－2 投資・M&A

・投資委員会の議論に基づく規律ある投資活動の実施

［サステナビリティへの取り組み］

経済価値の向上と環境・社会価値の向上を両立し、長期に持続する在り方を構築する

分類　　　　　　主要課題　　　　　　　　　　　　　取り組み

Ｅ　　　　　　気候変動への影響　　　　　　　　ＧＨＧ排出量の削減

　　　　　　　環境保全の推進　　　　　　　　 　ＴＣＦＤ提言の賛同

Ｓ　　　　　　ダイバーシティの推進　　　　　　管理職・中核人材の多様性比率向上

　　　　　　　従業員エンゲージメント　　　　　ワークライフバランスの推進

　　　　　　　人権尊重　　　　　　　　　　　　　　「ビジネスと人権」への取り組み実施

Ｇ　　　　　　ＥＳＧ経営の推進　　　　　　　　　サステナビリティ委員会による監督強化

　　　　　　　公正な事業慣行の推進　　　　　倫理的で誠実な取り引きの実践

　　　　　　　グループマネジメントの強化　　管理体制の実効性・有効性向上

　　　　　　　積極的な情報開示　　　　　　　　記述情報の充実、統合報告書の発刊

（2）本コード（原案）のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な
考え方および資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

［基本方針］

　当社の取締役の報酬は、短期の業績達成及び中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した
報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

取締役の報酬は金銭報酬としての基本報酬、賞与及び株式報酬により構成し、監査等委員である取締役及び社外取締役については職務に鑑
み、基本報酬のみとする。

①個人別の報酬等（業績連動報酬等及び非金銭報酬等を除く）の額またはその算定方法の決定に関する方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の基本報酬は、役位・役職による職責を踏まえた競争力のある報酬水準を設定することで優秀
な人材を確保するため、役位によって決まる報酬テーブルに基づき決定する月例の固定報酬とする。

②個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に関わる業績指標の内容及び業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針

　業績連動報酬は、短期インセンティブとしての賞与の他、長期インセンティブとして、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を
高めることを目的に株式交付信託による株式報酬とし、役位及び業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて支給する。

＜業績指標＞

2023年３月期：連結当期純利益、連結営業利益率

2024年３月期：連結当期純利益、連結営業利益率

2025年３月期：連結当期純利益、連結営業利益率、自己資本利益率（ＲＯＥ）

＜目標値＞

　目標となる値は、中期経営計画の当該年度の計画値及び目標値とし、環境変化に応じ報酬委員会の答申を踏まえて見直すことを妨げない。

＜支給時期＞

賞与：各事業年度定時株主総会終了後２ヶ月以内

株式報酬：原則退任時

③個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針

　非金銭報酬等は、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長
期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、株式交付信託による株式報酬とし、３年間237百万円を上限に役位
及び業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて、原則退任時に交付するものとする。

④報酬等の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針

　報酬等の額は役位に応じて高める設定とする。業績連動報酬の額及び非金銭報酬等の額の個人別の報酬等に対する割合は、役位に応じて高
める設定とする。

⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年６月22日であり、取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の額を年間３
億円以内（うち、社外取締役分は年額30百万円以内）を上限とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとし、また、監査等委員であ
る取締役の報酬等の額は、年額50百万円以内とする。

　取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議する。報酬委員会の決議は、議決に加わることがで
きる委員の過半数が出席し、その委員の過半数をもって決議する。

（4）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　当社は、取締役候補の選任を行うに当たっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、当社の取締役として相応しい優
れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を指名しています。

　解任を行うに当たっては、コーポレート・ガバナンス基本方針の第14条６項に該当する事情が生じた場合、解任の審議を行えるものとしておりま
す。

　社外取締役を含む指名委員会における公正、透明かつ厳正な審査及び勧告を経た上で、取締役会で決定されます。

（5）取締役会が原則３－１（４）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示しております。

【補充原則４－１①】

　取締役会は、取締役会規程において取締役会の決議事項として、会社法等の法令で決定すべき事項の他、株主総会に関する事項、決算に関
する事項、株式に関する事項、組織人事に関する事項、取締役に関する重要事項、会社財産等に関する事項、グループ管理に関する事項や経



営基本計画等経営上の重要な事項を決定することとしており、また経営陣に対する委任の範囲についても取締役会付議事項として取締役会規程
において明確に定めております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

　取締役会は、以下の通り「T&K TOKA独立役員選任基準」を定めております。この基準に基づき、取締役会の諮問機関である指名委員会におい

て、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献と実質的な独立性の両面から審議し、答申を受けた取締役会において決定いた
します。

「T&K TOKA独立役員選任基準」

１．当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であるためには、以下のいずれにも該当する者でなければならない

（1）就任前の10年以内において、当社グループ（当社及び当社の関係会社をいう、以下同じ）の業務執行者（業務執行取締役及び従業員をいう、
以下同じ）でないこと

（2）就任前の３年以内において、当社の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与でないこと

（3）就任前の３年以内において、当社の大株主（総議決権の10%以上の株式を保有する者）またはその業務執行者でないこと

（4）就任前の３年以内において、当社グループの主要な取引先（当社グループとの取引において、支払または受取額が当社グループまたは取引
先グループの連結売上高の ２%以上を占めている企業）の業務執行者でないこと

（5）就任前の３年以内において、当社グループの会計監査人に所属する者でないこと

（6）就任前の３年以内において、当社グループから役員報酬以外に、専門的な助言やサービスなどに対して年間1,000万円を超える金銭その他財
産上の利益を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等専門的サービスを提供している者でないこと

（7）就任前の３年以内において、当社グループとの間で、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

（8）就任前の３年以内において、当社グループが年間1,000万円以上の寄付、融資、債務保証を行っている先またはその出身者でないもの

（9）就任前の３年以内において、当社の連結総資産額の５%を超える金額の借入先及びその関係会社の重要な業務執行者でないこと

（10）独立役員の確保に係る企業行動規範の精神に照らし、実質的に一般株主と利益相反が生じるおそれがない者であること

（11）近親者（配偶者、二親等以内の親族）も併せて上記（1）～（10）に該当すること（重要でない者を除く）

２．独立役員の通算の在任期間は、８年間を超えないことを要する

【補充原則４－１０①】

　当社は監査等委員会設置会社であり、取締役７名のうち独立社外取締役を３名選任しております。経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに関わ
る取締役会の機能強化のため、取締役会は諮問機関として、委員の３名中２名を独立社外取締役としかつ独立社外取締役を委員長とする任意の
報酬委員会と指名委員会を設置しております。両委員会は、業務執行取締役の他、企業経営経験者、弁護士、公認会計士と多様な観点を有した
構成とすることにより、独立性及び客観性を高めております。当該委員会では、取締役及び経営陣幹部の選解任、報酬の方針及び体系等を審議
し、取締役会へ答申する役割を担っており、取締役会は当該答申を最大限に尊重し、決議いたします。

【補充原則４－１１①】

　当社の定款において取締役（監査等委員であるものを除く。）は10名以内、監査等委員である取締役は５名以内と定められております。2023年６
月23日時点において、当社の取締役会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）３名（業務執行取締役３名）と監査等委員である取締役４名（社
外取締役４名）で構成しております。

　取締役会は、当社の企業価値向上に向けた経営戦略に照らし、業務執行取締役に必要な経験と専門性と、社外取締役に期待される監督とガバ
ナンスに関連する経験と専門性を特定した上で、取締役会全体を知識、経験、能力のバランス、多様性を持ったスキルセットとしており、招集通知
においてスキルマトリックスを開示しております。また、取締役の選任に関する方針・手続きは、当社ウェブサイト上の「Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ コーポレー

ト・ガバナンス基本方針」に開示しております。

　なお、招集通知に記載の通り、社外取締役４名の内２名が他社での経営経験を有しております。

【補充原則４－１１②】

　当社は「Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ コーポレート・ガバナンス基本方針」において、当社の独立社外取締役は、当社以外に２社を超えて他の上場会社の取締

役を兼任してはならないことを規定しており、当社の取締役の他の上場会社役員などとの兼任数は、合理的な範囲にとどめられております。取締
役の重要な兼職状況につきましては、招集通知において開示しております。

【補充原則４－１１③】

　当社取締役会は、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高める目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施してお
ります。自己評価・分析については、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。

　取締役会は、各取締役からの職務の執行状況報告に加え、取締役会の構成員であるすべての取締役を対象に指名委員会・報酬委員会を含む
取締役会全体の実効性について、アンケート調査及び１名当たり約１時間のインタビューを実施し評価しました。回答方法は外部機関に直接回答
することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2023年１月の定時取締役会において、分析・議論・評価
を行いました。その結果の概要は以下のとおりです。

　

　当社取締役会は、実効性を確保する上で主に以下の項目において、形式的に要件を満たしていることが確認されました。

・　社外取締役が過半数を占めていること

・　各取締役の属性や知見は多様性が確保され、外部に開示していること

・　中期経営計画の策定など、当社の経営上の重要事項について議論を経たこと

・　取締役会資料は事前配布され、十分な検討時間が確保されていること

　一方、実質的に取締役会の実効性を確保する上では、改善の余地があることが明らかになりました。特に以下の項目は、早急に対応すべき課
題とされました。

・　取締役会の役割に関する認識の共有

・　中期経営計画の進捗確認を含めた運営の高度化

・　取締役の更なるコミットメント

　また、当社を取り巻く事業環境は大きく変化しており、企業価値向上に向けて取締役会が果たすべき役割の重要性が益々高まっていることか
ら、当社取締役会がより高いレベルの実効性発揮を目指す上で、以下の項目については中長期的に検討し、取り組む必要があることが確認され
ました。

・　取締役会構成の見直し

・　ボードサクセッションに向けた指名委員会機能の強化

上記各課題への対応の方向性は以下の通りとしました。

　取締役会の役割に関する認識の共有；企業価値向上に向けた取締役会・取締役の役割、責任を再認識する。当社取締役会の役割や機能につ
いて、各取締役が議論した上で共通認識を作る機会を設ける。

中期経営計画の進捗確認を含めた運営の高度化；取締役会のアジェンダにおいて、定期的な中期経営計画の進捗確認の機会を設定し、達成に



向けた課題や対応策の是非に関する討議の時間を確保する。社内取締役も含め、企業価値向上に向けて聖域なく議論に臨む意識を持つ。議長
が各取締役の意見を引き出すファシリテーションに努め、建設的な議論を目指す。

　取締役の更なるコミットメント；企業理念と中期経営計画について、取締役に改めて浸透を図る。新任の社外取締役に対して、事業に関する迅速
な理解促進のため工場見学などを用意する。各社外取締役が専門領域を超えて経営目線から執行側に気づきを与える発言を心掛ける。必要に
応じて取締役向け研修などを活用し、意識づくりに努める。

取締役会構成の見直し；株式市場からの目を意識し、PBR1倍以上の実現に向けた取締役の選任を行う。活発な議論を促す目的のもと、取締役
の人数を削減する。執行役員制度を導入し、執行と監督のさらなる分離を図る。

　ボードサクセッションに向けた指名委員会機能の強化；次期経営体制について、指名委員会が主体となり、あるべき像の策定や具体的な候補者
選任などの検討を加速する。指名委員会は、内部の候補者の更なる成長を促すためのアサイメントの必要性などを明確に理解する。社外取締役
の交代に向けて、指名委員会が取締役会機能向上の観点から必要なスキルを持った候補者を選任する。

　当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会における建設的な議論をより深め、取締役会全体の実効性の確保及び機能向上に努め
てまいります。

【補充原則４－１４②】

　当社は、取締役・監査等委員である取締役に対して、当社の経営課題についての認識を深めることはもとより、財務、法令などに関する必要な
知識の習得を行うことを目的として、セミナー受講などの機会を適宜提供し、その費用については会社で負担いたします。

監査等委員である取締役においては、日本監査役協会の会員としての諸会議や、セミナー等を通じて、広範な知識の習得を図ってまいります。

　社外取締役については、当社の各種行事への参加や国内外の各拠点・工場の見学等を通じて、当社の事業などの知識を習得できる機会を提
供いたします。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との間で建設的な対話を行うことを基本方針としており、株主総会をはじめ、決算説明会、機関投資家とのミーティング等、対話の
機会を設けております。

説明会などには、社長やIR担当取締役を含む経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）が合理的な範囲で出席し、株主の声を直接聞くとともに、
経営陣幹部自ら当社の経営方針を説明しております。株主の質問・意見は取締役会にて共有の上、適宜対応を検討しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,123,800 9.33

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク－ジャスディック　トリーティー　アカウント(常任代理人株式会社み
ずほ銀行決済営業部)

1,262,200 5.54

有限会社コウシビ 1,051,820 4.62

株式会社みずほ銀行 988,200 4.34

バンク　オブ　ニユーヨーク　ジーシーエム　クライアント　アカウント　ジエイピーアールデイ　アイ
エスジー　エフイー－エイシー（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行）

942,418 4.14

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103（常任代理人株式会社みずほ銀行決

済営業部）
892,200 3.92

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505303（常任代理人株式会社みずほ銀行決

済営業部）
842,600 3.70

NIPPON　ACTIVE　VALUE　FUND　PLC（常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部） 839,100 3.68

明治安田生命保険相互会社 756,000 3.32

上田美香子 750,370 3.29

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

　2023年９月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（訂正報告書）において、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド（NIPPON ACTI

VE VALUE FUND PLC）、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー（Dalton Investments LLC）、マイケル・ワン・サウザンド・ナイン・ハンドレッド・トゥ

エンティ・ファイブ・エルエルシー（Michael 1925 LLC）が2023年９月６日現在で以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、ダルト

ン・インベストメンツ・エルエルシー（Dalton Investments LLC）については、当社として2023年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができ

ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　なお、マイケル・ワン・サウザンド・ナイン・ハンドレッド・トゥエンティ・ファイブ・エルエルシー（Michael 1925 LLC）は、エヌエーブイエフ・セレクト・エ

ルエルシー（NAVF Select LLC）へ2023年10月１日付で社名変更を行っております。

氏名または名称：ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド



住所：イギリス連合王国ロンドン市ロンドンウォール125番地６階

保有株券等の数：775千株　

株券等保有割合：3.40%

氏名または名称：ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー

住所：米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050N

保有株券等の数：4,358千株　

株券等保有割合：19.11%

氏名または名称：マイケル・ワン・サウザンド・ナイン・ハンドレッド・トゥエンティー・ファイブ・エルエルシー

住所：アメリカ合衆国デラウェア州ニューキャッスル・カウンティ、ウィルミントン、リトルフォールドライブ251

保有株券等の数：285千株　

株券等保有割合：1.25%

　　　　　　

所有株式数合計：5,420千株

株券等保有割合合計：23.77%

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している



社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大髙　健司 他の会社の出身者

野口　郷司 他の会社の出身者

英　公一 公認会計士

木村　英明 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大髙　健司 ○ 　 ―――

大髙健司氏は、2015年６月より当社社外取締
役を務め、国際的な大企業のグループ会社経
営者として豊富な経験と、高い見識によりグ
ローバルな視点を当社の経営に反映させるとと
もに、独立した立場で監督し、企業価値の向上
に貢献しております。この実績を鑑み、引き続
き、取締役会の機能を強化すること、「国際ビジ
ネス」、特に東南アジアにおける企業経営の分
野における役割発揮が期待されるため、監査
等委員である社外取締役に選任しております。

野口　郷司 ○ ○ ―――

野口郷司氏は、2017年６月より当社社外取締
役を務め、長きにわたり上場企業の経営に携
わり、企業経営全般に豊富な経験を有していま
す。当社の取締役会等の重要会議においても
積極的に発言するとともに、指名委員会委員長
として取締役候補者選定、社長の後継者計画
策定等の経営人材の選定や候補者人材の育
成といった指名委員会の活動に貢献しておりま
す。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機
能を強化すること、特にコーポレート・ガバナン
スの高度化及び「人事・労務・人材開発」の分
野における役割発揮が期待されるため、監査
等委員である社外取締役に選任しております。

同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の
要件及び当社基準を満たし、一般株主と利益
相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員
として指定しております。



英　公一 ○ ○ ―――

英公一氏は、2019年７月より当社社外取締役
を務め、公認会計士としての企業会計等に関
する専門的知識と豊富な経験が当社の経営及
び監査・監督機能に活かされ、取締役会の監
督機能や意思決定機能の強化に貢献してお
り、また報酬委員会委員長として取締役報酬の
業績連動報酬と株式報酬割合の変更や業績
連動報酬のKPIの見直し等、株主目線の報酬
体系への強化を図っており報酬委員会の活動
に貢献しております。この実績を鑑み、引き続
き、取締役会の機能を強化すること、特に「財
務・会計」及び「法務・コンプライアンス」の分野
における役割発揮と報酬委員会委員長として
のリーダーシップ発揮が期待されることから、
過去に社外取締役または社外監査役となるこ
と以外の方法で会社の経営に関与した経験は
ありませんが、取締役会の機能を強化すること
が期待されるため、監査等委員である社外取
締役に選任しております。

同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の
要件及び当社基準を満たし、一般株主と利益
相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員
として指定しております。

木村　英明 ○ ○ ―――

木村英明氏は、2022年６月より当社社外取締
役を務め、弁護士としての専門的知見・経験と
経営から独立した視点が、当社の経営の監督
並びにコーポレート・ガバナンスの強化に活か
され、経営の透明性、健全性の確保を通じて企
業価値の向上と取締役会の監督機能の強化に
貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、
取締役会の機能を強化すること、特に「法務・コ
ンプライアンス」の分野における役割発揮が期
待されることから、過去に社外取締役となること
以外の方法で会社の経営に関与した経験はあ
りませんが、監査等委員である社外取締役に
選任しております。

同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の
要件及び当社基準を満たし、一般株主と利益
相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員
として指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 0 0 4 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、内部監査室に所属する兼務の使用人を１名配置しております。なお、当該使用人の独立性を
確保するため、任命・評価・異動・懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。また、当該使用人は、監査等委員会の
指揮命令のみに服し、取締役（監査等委員である取締役を除く）等からは指揮命令を受けず、報告義務もないものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　内部監査の状況については、内部監査室を設置し、人員は室長１名及び同室員２名で構成されており、内部監査規程に則って内部監査を計画
的に実施しております。同様に、内部統制についても各委員会と緊密な連携を保ち、内部監査を計画的に実施しております。

　監査等委員会と内部監査室は、定例連絡会を毎月開催して、内部監査室の監査計画や監査結果、内部統制運営評価状況等の報告を受け、意



見交換を行って、意思疎通と情報交換を行っております。

　また、監査等委員会及び内部監査室と会計監査人の連携につきましては、緊密な連携を保ちつつ、監査等委員会は監査結果の報告を受けるだ
けでなく、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、内部監査室は内部監査の年間計画、監査手続き、監査結果の利用等について協
議を行い、適時必要な情報交換や意見交換を行っております。

　なお、監査等委員の英公一氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

　会計監査はEY新日本有限責任監査法人に依頼しており、定期的な監査の他、会計上の課題については随時確認を行い、会計処理の適正性に
努めております。2022年度の公認会計士監査については、指定有限責任社員の吉田英志氏、原山精一氏の他、公認会計士、その他を含め合計
28名の監査従事者によって、公正不偏な立場で実施されております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　経営の透明性・客観性をより高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名委員会及び報酬委員会を設置しております。

　指名委員会は、取締役及び経営陣幹部の選解任、報酬委員会は報酬の方針及び体系等を審議し、取締役会へ答申する役割を担っており、取
締役会は当該答申を最大限に尊重することといたしております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　当社は、2022年６月24日開催の第80回定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、長
期インセンティブの業績連動報酬として株式交付信託制度を導入し、譲渡制限付株式報酬制度及びストックオプション制度を廃止いたしました。

　株式交付信託制度は、役位及び業績目標の達成度に応じたポイントが取締役の在任期間中に累積され、取締役の退任時に累積ポイント数に
応じた当社株式が交付されます。最終的に当社株式を交付することから、実際の報酬額が当社株価の影響を受けることとなり、取締役の当社業
績達成への動機付けを強めるだけでなく、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することが本制度の特徴となっております。

　その他の業績連動報酬として、短期インセンティブ報酬（現金報酬）である賞与があり、その業績指標及び目標値は株式交付信託と同一です。

＜業績指標＞

2023年３月期：連結当期純利益、連結営業利益率

2024年３月期：連結当期純利益、連結営業利益率

2025年３月期：連結当期純利益、連結営業利益率、自己資本利益率（ROE）

＜目標値＞

目標となる値は、中期経営計画の当該年度の計画値及び目標値としております。



＜支給額および支給ポイント＞

当社が取締役会で定める規程に基づき、「役位別の支給額×業績達成度合いに応じた係数×業績指標の比重」に依り算定されます。

＜支給時期＞

賞与：各事業年度定時株主総会終了後２ヶ月以内

株式報酬：原則退任時

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　当社は、有価証券報告書で全取締役（社外取締役を除く）の総額を開示しております。なお、2023年３月期における当社の取締役に対する役員
報酬は、取締役（社外取締役を除く）に支払った報酬１億77百万円、社外役員に支払った報酬39百万円、合計で２億17百万円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬は、株主総会で決議された額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、
取締役会において決定し、株主の長期的利益に連動するとともに、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正
かつバランスの取れたものとしております。なお、社外取締役については、基本報酬のみとしております。

　また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会にて、監査等委員である取締役の協議により決定します。

なお、取締役（社外取締役を除く）に対する取締役退職慰労金制度は、2013年６月21日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって廃止いたし
ました。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役を補佐する専従のスタッフは配置しておりませんが、必要に応じて取締役会事務局が対応しております。なお、取締役会等重要会議
の開催に際しては、事前に資料を配布し、必要に応じて事前説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会

　取締役会は代表取締役及び業務執行取締役３名、及び監査等委員である取締役４名の合計７名により構成され、経営の透明性、公平性を高め
るために、そのうち４名を社外取締役としております。原則として毎月１回開催し、代表取締役社長が議長を務め、業務執行に関する重要事項を審
議し、議決いたします。また、当社は、コーポレート・ガバナンスの柱である取締役の指名・報酬の決定について、透明性・客観性を高めるため、取
締役会の下に独立社外取締役を主たる委員かつ委員長とする指名委員会及び報酬委員会を設置し、社外取締役が関与する体制を構築しており
ます。

２．経営会議・執行会議

　経営会議・執行会議は、経営及び業務執行の基本政策及び方針に係る事項の審議並びに各部門の重要な執行案件について審議いたします。
経営会議・執行会議に付議された議案のうち、必要なものは取締役会に送付され、その審議を受けております。

３．監査等委員会



　監査等委員会は社外取締役４名の監査等委員によって構成されており、監査等委員会規程に基づき、原則として毎月1回開催し、重要事項につ
いて報告し、協議、決議を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社が現状の体制を採用している理由は、社外取締役が客観的・中立的な視点から当社の経営を監視するとともに、監査等委員会が内部監査
部門である内部監査室と連携することによって業務の適正性を確保していると考えているためです。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

国内外の機関投資家の議決権行使環境の向上のため、第74回定時株主総会より、議決
権電子行使プラットフォームへ参加しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期決算時及び本決算時に、機関投資家・アナリスト向けに「決算説明
会」を開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載 決算短信、決算説明会資料、プレスリリースを掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 財務部

その他 不定期ではありますが、個人投資家向けに説明会を開催しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社ウェブサイトにて、ＴＯＫＡグループ企業行動憲章を開示しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、2002年にＩＳＯ14001の認証を取得、翌年から毎年、環境報告書を発行、環境保全
活動、ＣＳＲ活動の一助としております。また、2010年埼玉県地球温暖化対策推進条例に
基づき地球温暖化対策計画を提出、実施しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ＴＯＫＡグループ企業行動憲章にて、「株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行
い、企業情報を適切かつ公正に開示する。」旨を規定しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定
内容の概要は以下のとおりであります。

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（1）当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、コンプライアンスポリシー
（企業行動憲章）を定め、それを全ての取締役及び使用人に周知徹底します。

（2）当社は、コンプライアンス担当取締役を責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、当委員会がコンプライアンス基本規程を取締役及び使
用人に周知徹底させ、法令等を遵守することを確保する体制を整備します。また、定期的にコンプライアンスプログラムを策定し、それを実施しま
す。

（3）当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成配布等を行うことにより、コンプラ



イアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

（1）当社は、文書管理規程の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行うとともに、必要に応じて、規程の見直し
等を行います。

（2）取締役または内部監査室が情報を求めたときは、担当部署は、速やかにその情報を提供します。

３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制

（1）各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行います。各事業部門の長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告します。

（2）当社は、リスク管理担当取締役を責任者とするリスク管理委員会を設置し、当委員会がリスク管理規程を定め、リスク管理体制の構築及び運
用を行います。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定例の取締役会を毎月１回開催する他、必要に応じて適宜臨時に開
催するものとし、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の状況等を監督します。

（2）取締役会の決定に基づく業務の執行は、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、各々の責任者及びその責任、執行手続きの詳細を定めま
す。

（3）業務の運営については、毎期年頭に部門毎に業績目標を含む数値目標の設定を行い、四半期毎に目標達成度をレビューし結果をフィード
バックすることにより、業務の効率性を確保します。

５．当社および当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（1）グループコンプライアンスポリシーを定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努めます。

（2）社内規程「関係会社管理規程」に基づき、当社グループ会社を管理・指導する組織を設置し、毎月、各当社グループ会社から実績報告書を受
領するとともに、当社グループ会社間の相互理解と協調を図る観点からグループ会議を実施します。

（3）当社グループ会社の事業特性に応じ、品質・安全・環境・コンプライアンス・情報・損益・大規模災害等の主なリスクに対応するための社内規程
を当社グループ会社が整備することを推進し、当社グループ会社におけるリスクマネジメント体制を構築します。

（4）当社の内部監査部門は、「関係会社管理規程」等に基づき、当社及び当社グループ会社の監査を行い、報告します。また、内部統制部門によ
る財務報告に係る内部統制の整備・運用の状況の評価などにより、業務の適正を検証します。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

（1）監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人（監査等委員会スタッフ）を置くことを求めた場合、必要なスタッフを配置します。

（2）監査等委員会は、監査等委員会スタッフに対し、監査業務に必要な事項を命令することができます。

（3）内部監査室は監査等委員会との協議により監査等委員会の要望事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告します。

７．前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

（1）監査等委員会スタッフの任命、評価、異動、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとします。また、監査等委員会スタッフは
監査等委員会の指揮命令のみに服し、取締役（監査等委員である取締役を除く）等からは指揮命令を受けず、報告義務もないものとします。

（2）監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた内部監査室職員は、その命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く）、内部監
査室長等の指揮命令を受けません。

８．当社および当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等
委員会への報告に関する体制

（1）当社及び当社グループ会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人等は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発
生する恐れがあるとき、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人等による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委
員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告します。

（2）当社及び当社グループ会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人等は、前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査
等委員会に直接報告することができます。

（3）当社の監査等委員会がその職務の執行に必要なものとして報告を求めた事項については、当社及び当社グループ会社の取締役（監査等委
員である取締役を除く）または当該部署が速やかに監査等委員会に報告します。また、監査等委員会は、監査に必要な各種重要会議に出席し、
また稟議書等の重要な情報の閲覧を行うこととします。

（4）当社の監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループ会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人等に対し、当該報
告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社グループ会社において徹底します。

９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人の監査等委員会に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努めま
す。

（2）当社は、監査等委員会と代表取締役社長、業務執行取締役、重要な使用人、会計監査人との不定期な意見交換会を開催すること、また、内
部監査室との緊密な連携を行うことにより、監査等委員会監査の実効性が高まるように努めます。

（3）当社は、監査等委員が監査等委員会の職務執行によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに支払います。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は「ＴＯＫＡグループ企業行動憲章」に基づき、反社会的勢力及び団体とは決して関わりをもたず、また、これらから圧力を受けた場合は毅然
とした対応をとることを基本方針としております。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況

　当社では、反社会的勢力等への対応に関する統括部署を総務部として、関係行政機関等との連携を図り、反社会的勢力に関する情報収集等に
努め、また、反社会的勢力排除に向けた社内啓発活動を行っております。

Ⅴその他



１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示につきましては、金融商品取引法の関係法令及び証券取引所規則に則り、迅速かつ信頼のおける会社情報を投資
家、株主、証券アナリストなどの証券市場参加者に開示し、すべての市場参加者が平等に当社の開示情報を入手できるように努めております。

　また、開示義務の必要性のない情報につきましても、証券市場参加者にとって有用であると判断される情報につきましては、積極的かつ公平に
開示していくことにしております。

　当社の社内体制につきましては、会社情報取扱責任者として、担当取締役がその任に当たっております。適時情報開示の対象となる重要情報
につきましては、会社情報取扱責任者に集約されており、当該情報について入手後、開示情報を必要とする重要な情報については社長の決済を
受けます。

　この決議を受けた情報につきましては、取締役会に報告の上、開示されることになります。重要事項の開示につきましては、上場企業として当然
の責務と考えておりますので、手続き上可能な限り迅速にディスクローズできる体制を整備しつつ、決算発表日につきましても、財務部門の人材を
強化し、積極的に早期化に取り組んでおります。

　ＩＲ活動につきましては、証券市場における正当な評価を得ることの重要性に鑑み、担当取締役が率先して取り組んでおり、決算発表後の決算
説明会の開催、証券アナリストの取材、工場見学会の開催などにより、当社の情報を継続的に伝えるために積極的に取り組んでおります。



報告

代表取締役社⻑ 指名委員会 会計監査⼈

報酬委員会
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委員会執⾏会議 会計監査

サステナビリティ
委員会

リスク管理
委員会

内部監査室
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監査等委員以外の取締役 監査等委員会監査

連携選任・解任 報告 報告 報告 監査 答申

株主総会

選任・解任 報告・提案 選任・解任 選任・解任
報告 報告

取締役会



【参考資料：適時開示体制】

報告 報告
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　報告

開示

代表取締役社長 情報開示担当
（財務部）

取締役会

証券取引所

当社各部門・関係会社 財務部

会社情報取扱責任者　（担当取締役）

決定事実・発生事実 決算情報


